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●申請できる方
・第１号被保険者（６５歳以上の方）
・第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満で、介護が必要になった原因が、がん末期や脳梗塞など１６種類の特定疾
　病と診断された方）
●申請の仕方
・申請書に被保険者証（第２号被保険者は医療保険の被保険者証）を添えて市の介護保険担当課や地域包括支
　援センター、介護保険事務所に申請します。申請書は各窓口で入手できます。
・申請は本人や家族のほか指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに代行してもらうこと
　もできます。
・すでに介護保険の認定を受けている方には認定有効期間終了の６０日前に、更新申請の手続きの用紙が送付され
　ます。今後続けてサービスを利用する方は、その更新申請用紙に必要事項を記入し、現在使用している被保険者証
　を持参して各窓口に提出してください。
●要介護認定
・認定調査（心身の状態や日常の生活能力などについての調査）の結果と主治医意見書をもとに保健、医療、福祉
　の専門家が審査します。
・認定結果は「非該当」「要支援１、２」「要介護１～５」に分かれます。
　なお、認定の有効期間は最長で２４ヶ月です。（新規申請の方は６ヶ月です）
・認定は、原則として、申請から３０日以内に行われます。ただし、特別な理由で認定が遅れる場合は、遅れる理由とい
　つごろ認定される予定かを通知します。

介護保険のサービスを利用する時は「申請」をして要介護認定を受けましょう介護保険のサービスを利用する時は「申請」をして要介護認定を受けましょう介護保険のサービスを利用する時は「申請」をして要介護認定を受けましょう

【問い合わせ先】　
　介護保険事務所認定審査班　TEL０１８７（８６）３９１２　
　仙北市福祉事務所長寿子育て課　長寿生きがい係　TEL（４３）２２８１

申請から要介護認定まで

市立角館総合病院からのお知らせ市立角館総合病院からのお知らせ市立角館総合病院からのお知らせ
◆平成２０年８月の循環器科及び総合診療科の日程については、下記日程のとおりとなります。
◆第１・３土曜日の診療開始時刻が１０時から、第２・４土曜日は９時からになります。
　なお、第５土曜日は休診になります。
◆土曜日の診療は、循環器科の予約患者様のみの診察となります。急な発熱や風邪などの症状は、救急外来での診察
　となりますので、ご了承願います。
　なお、９月の診療体制は、８月１５日のお知らせナビと広報９月号に掲載いたします。
【８月日程表】
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循環器科
９：００～１２：００
大場貴喜　医師

休診

休診

休診

１０：００～１５：３０
昭和大学横浜市北部病院

第１・３土曜日　１０：００～１３：３０
第２・４土曜日　　９：００～１３：３０
　　第５土曜日　　　　　　休診　　　　

昭和大学横浜市北部病院

総合診療科

休診

休診
９：００～
松本志郎　医師

１０：３０～１５：３０
池田宜昭　医師

休診

休診

※お問い合わせ先　市立角館総合病院　総務企画課　ＴＥＬ（５４）２１１１


